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新 旧

（検査の種類） （検査の種類）

第３条 検査の種類は、次の各号のとおりとする。 第３条 検査の種類は、次の各号のとおりとする。

(1) 竣工検査 (1) 竣工検査
契約約款第３２条第２項の規定により、工事の完成を確認するために行 契約約款第３２条第２項の規定により、工事の完成を確認するために行

う検査をいう。 う検査をいう。

(2) 一部竣工検査 (2) 一部竣工検査
契約約款第３９条第１項の規定により、 部分引渡しに係る工事の 契約約款第３９条第１項の規定により、工事の部分引渡しに係る工事の

完成を確認 するために行う検査をいう。 確認をするために行う検査をいう。

(3) 既済部分検査 (3) 既済部分検査
契約約款第３８条第３項の規定により、 請負代金の部分払いに係る 契約約款第３８条第３項の規定により、工事請負代金の部分払いに係る

工事の出来形部分等を確認 するために行う検査をいう。 工事の出来高等の確認をするために行う検査をいう。

(4)契約解除検査 5) 契約解除に伴う検査

契約約款第５０条第１項の規定により、工事の完成前に契約が解除とな 契約約款第５０条第１項の規定により、完成前に契約解除された工事の

った出来形部分を確認するために行う検査をいう。 出来形部分を確認するために行う検査をいう。

(5) 中間検査 (4) 中間検査
契約約款第３２条の２第１項の規定により、工事の品質を確保するため 契約約款第３２条の２第１項の規定により、工事の品質を確保するため

に行う検査をいう。 に行う検査をいう。

附 則 附 則

この要綱は、令和 ８年６月１日から施行する。 この要綱は、令和 ８年６月１日から施行する。
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